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新潟県条例第16号 

新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例 

新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例（昭和46年新潟県条例第46号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 

(1)～(70) （略） 

(70)の２ 自動車特定整備事業（道路運送車両法

（昭和26年法律第185号）第77条に規定するもの

をいう｡)の用に供する洗車施設（屋内作業場の

総面積が800平方メートル未満の事業場に係る

もの及び次号に掲げるものを除く｡) 

(71)～(74) （略） 

別表第１（第２条関係） 

(1)～(70) （略） 

(70)の２ 自動車分解整備事業（道路運送車両法

（昭和26年法律第185号）第77条に規定するもの

をいう｡)の用に供する洗車施設（屋内作業場の

総面積が800平方メートル未満の事業場に係る

もの及び次号に掲げるものを除く｡) 

(71)～(74) （略） 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


